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・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 

p.3 16 行目～18行目 

p.7 14 行目～20行目 

 

・・意意見見内内容容  

 

再エネの変動調整は火力だけではない。あたかも火力や、さらには蓄電や水素といっ

たキャリアを使わなければ、再エネの変動調整が不可能であるがごとくの表現は不適

切である。ましてや再エネが火力無しには成り立たないと断じて、脱炭素エネルギー

でないかの如くの表現は、不適切際まりない。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

 

再エネの変動調整は、様々な手法がある。たとえば再エネ同士の組み合わせ（太陽光

は昼間だが、風力は夜や冬に出力が多くなる。晴れた日は太陽光、曇りの日には風が

強いなど）、同じ再エネである水力や地熱を活用しての調整、さらにはすでに日本に

ある揚水発電の活用、また需要より多い時には再エネの出力調整（年間に数%しかな

い）、それから蓄電システム、水素などである。 

現状ある火力を使って変動を吸収することは当面はよいだろうが、少なくとも火力が

なければ今後も再エネが成り立たないがごとく論じるのは、現状の世界の常識からか

け離れている。 

 

出典：WWF 脱炭素社会へ向けたエネルギーシナリオ提案〈電力系統編〉 

http://www.wwf.or.jp/activities/files/EnergyScenario04.pdf 

・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  



p.7 14 行目～22行目 

 

・・意意見見内内容容  

  

天候次第で供給信頼度が低いというのは誤解を招く表現。再エネの出力は予測できる

ため、供給信頼度が低いのではなく、運用の手法が異なるだけである。したがって、

「再エネは予測できる変動電源であるため、これまでのベースロード型の系統運用か

ら脱却して、変動に応じた運用に変えていくべきである」と書き換えるべきである。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

 

再エネを予測できる変動電源としてとらえ、気象予測を使った出力予測システムで前

日、当日に予測する技術はすでに日本でも活用されており、世界ではその予測精度は

需要予測と同様のレベルにまで達している。出力の予測にしたがって、系統運用をす

ればよいわけであり、これまでのベースロード型の運用から脱却して運用を変えてい

けばよい。すでに再エネ先進国においては常識となっている運用方法である。 

 

出典：WWF 脱炭素社会へ向けたエネルギーシナリオ提案〈電力系統編〉 

http://www.wwf.or.jp/activities/files/EnergyScenario04.pdf 
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まだ再エネの発電電力量に占める割合が２０％に満たない日本において、再

エネを分散型電源として活用するにあたっては、最も経済的なのは系統に入



れることである。より多くの再エネが系統に接続されることによって、より

再エネの発電電力量の平滑化効果が見込めるうえ、気象予測を使った出力予

測システムの精度向上の効果も見込める。 
あたかも分散型電源には蓄電システムがなければ存在できないがごとく表現

するのは大いなる誤りである。 
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Climate Action Tracker – Country Profile - Japan 
https://climateactiontracker.org/countries/japan/  
 
・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 



p. 32 

第 2章第 2節 2「徹底した省エネルギー社会の実現」 

 

・・意意見見内内容容  

 

最終エネルギー消費ベースで、2030 年までに、2010 年比 20％の消費量を削減するこ

とを目標とすること。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

気候変動問題解決にとって、省エネルギーによってエネルギーの消費量を抑制してい

くことは、再生可能エネルギーと並び、柱となる分野である。 

省エネルギーは、日本が 1970 年代以降強みであると自負してきた分野ではあるが、

近年ではその改善スピードや国際的な優位性に陰りが見られる。1970 年代の改善を

もたらしたのが石油危機という制約条件からのシグナルであったように、これからも

引き続き省エネルギーを進めていくためには、社会全体としてこれまで以上に省エネ

を強化するという明確なシグナルが必要である。 

 

省エネルギーについては、個々の政策のレベルでは、エネルギー原単位が重要な指標

となるが、日本経済全体としてみれば、個々の省エネルギー政策の総和として、エネ

ルギー消費量を減らすことに重点が置かれるべきである。このため、目標は、GDP 当

たりのエネルギー消費量に加えて、最終エネルギー消費の減少も目標として追加する

べきである。 

 

ただし、これは、日本の経済成長を否定し、縮小することを目指すのではなく、むし

ろ、経済成長とこのような野心的な省エネが同時達成できることを日本が証明してみ

せるための目標であると考えるべきである。 

 

WWF ジャパンの『脱炭素社会に向けた長期シナリオ』の中での試算では、2010 年比で

最終エネルギー消費を 2030 年までに 16～21％削減することができると試算してい

る。 

 

このため、最終エネルギー消費を 2010 年比で 20％減とするという目標を設定するこ

とを提案する。 

 

WWF ジャパン（2017）『脱炭素社会に向けた長期シナリオ』  

http://www.wwf.or.jp/re100_2017/  



 

 

・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 

p. 33 第 3段落 （①業務・家庭部門における省エネルギーの強化） 

 

・・意意見見内内容容  

  

「現在は蛍光灯とＬＥＤで別々に目標が設定されているが、共通のエネルギー消費効

率の目標を設定」することは評価できるが、より強制力を持った規制が必要である。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

 

高効率照明（LED 照明、有機 EL照明など）について、2020 年にフローで 100%、2030

年にストックで 100%の普及を目指すとあるが、国内の不動産業界の実態を見ると、

オフィスビルなど既存建築物においてテナント側が LED 化を進めようとしても、ビル

所有者（不動産会社）側が拒んだり、仮に認めた場合でもテナント契約終了後の（蛍

光灯への）現状復帰を求めたりといった、極めて非合理的な状況が見られる。こうし

た現状を鑑みると、照明について共通のエネルギー消費効率の目標を設定することに

くわえ、建築物の所有企業に対して義務化するなど、より強制力を持った規制をかけ

ていく必要がある。 

 

・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。） 

 

p. 33 第 5段落（①業務・家庭部門における省エネルギーの強化） 

 

・・意意見見内内容容  

「省エネルギー性能の低い既存建築物・住宅の・・・・対策を促進」とあるが、より

強制力を持った規制が必要である。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

日本は従来、諸外国にくらべ建築物の断熱化などが遅れており、ストックの建築物に

こそ大きな削減ポテンシャルが存在する。ここに切り込んでいかなければ、業務・家

庭部門における大幅削減は不可能である。したがって、単に環境性能に関する評価・

表示制度を拡充するだけでは不十分であり、建設・ハウジング企業に対し改修・建て

替えに関する数値目標の策定を義務化するなど、ストックへの対策を大幅に強化して



いかなくてはならない。 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

 

p. 34 第 1段落（①業務・家庭部門における省エネルギーの強化） 

 

・・意意見見内内容容  

 

新築の建築物・住宅について、2030 年までにネット・ゼロ・エネルギー（ZEB、ZEH）

の実現を目指すことは一定程度評価できるが、2030 年よりもさらに前倒ししていく

べきである。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

 

建築物や住宅の寿命は数十年規模と長いため、より早期に消費エネルギーの最少化を

図っていく必要がある。特に住宅については、新築における ZEH の割合が 70%を超え

る企業もすでにある中、2030 年では遅すぎるといえる。 

・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 

p. 38 

第 2章第 2部 3「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組」 

 

・・意意見見内内容容  

 

「日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的な主力電源」という表現が入ったこ

と自体は望ましいが、それに伴い、「22～24％」というエネルギーミックス内での目

標も、「少なくとも 35％以上」に引き上げるべきである。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

 

気候変動問題解決への貢献のために、日本は、長期ではエネルギーのほぼ完全な脱炭

素化を達成する必要がある。そのためには、日本のエネルギー供給体制の中に、再生

可能エネルギーを中心に据えていく必要がある。それは、決して容易な過程ではない

が、技術的に不可能なことではもはやなく、その方向性を打ち出せるかどうかが今回

の検討の鍵である。 

 

2030 年を再生可能エネルギー中心の供給体制への移行のためのマイルストーンとす



るべきで、その一つとして、明確な再生可能エネルギー目標の設定が重要である。現

状の「22～24％」という目標は日本の再生可能エネルギーのポテンシャルを過小評価

し、本来可能であった進展を頭打ちにするリスクを有する。 

 

WWF ジャパンが 2017 年に発表した『脱炭素社会に向けた長期シナリオ』では、「100％

自然エネルギーシナリオ」と、政府の GHG80％削減を想定した「ブリッジシナリオ」

を想定している。双方のシナリオとも、2030 年時点での電力需要に対する再生可能

エネルギーの割合は、37％となっている。 

 

現状の再生可能エネルギーの普及ペースを見ても、簡単であるとは言わないまでも、

決して不可能な数字ではない。 

 

よって、再生可能エネルギーのエネルギーミックス上の目標値については、少なくと

も 35％以上とすることを提案する。 

 

WWF ジャパン（2017）『脱炭素社会に向けた長期シナリオ』  

http://www.wwf.or.jp/re100_2017/  

 

該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 

 p. 38 3．再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組 および 

p. 98 （１）再生可能エネルギーの課題解決方針 

 

・・意意見見内内容容  

  再生可能エネルギーの導入が持続可能な形で進められるよう、特に太陽光、風力、

地熱などについては、ゾーニングなどの実施を各基礎自治体（市町村）に義務付

ける旨を記載するべき 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  

  本計画（案）で記載されるように、再生可能エネルギーを主力電源化していくた

めには、コストダウンや技術革新を図る対策もさる事ながら、こうした対策がな

された設備が地域に広く受け入れられることが必然となる。しかしながら、近年

は開発の進展にともない、むしろ地域とのトラブルが顕著（※1、2）になってお

り、今後主力化に向けて開発を進めていくためには、これまで以上に地域の理解

が得られるような合意形成が必要と考えられる。 

 



  本来であれば、環境影響評価（発電所のアセス所管は経産省）において、住民と

事業者で丁寧なコミュニケーションを図ることで、自然や社会環境に負担がかか

らない導入を確保し、トラブルの防止がなされるべきである。しかし、この環境

影響評価についても、2018 年 3月に NEDO から迅速化のガイド（アセス実施期間

を通常から半減する）が公表されたことから、むしろ、今後はより一層地域と事

業者でのコミュニケーションが難しくなるものと想定される。そのため、こうし

た迅速化のなかでも、開発を順調に進められるようにするためにも、事前に地域

側でトラブルになり得るような場所を特定し、事業者側に明示しておくことが、

極めて重要になると考えられる。 

  

（※1）ISEP（2016）「メガソーラー開発に伴うトラブル事例と制度的対応策について」 
（※2）畦地（2014），「風力発電事業の建設段階における環境紛争の発生要因」 

 
  

pp. 41-42 ③木質バイオマス等 

  

 
  

バイオマスの活用については、持続可能性基準の設定を決定するべきである。該当部

分の最後の段落末尾の表現は、「安定的かつ持続可能な燃料調達を前提に」から「安

定的かつ『持続可能性基準を満たした』燃料調達を前提に」と変更するべきである。 

  

 
  

「・・・発電コストの低減や燃料の安定調達と持続可能性の確保などといった課題」

が存在するとの認識が示される一方で、持続可能性確保に関する具体的なアクション

が設定されていない。 

 

該当部分の最後の段落に、大規模バイオマス発電について、「安定的かつ持続可能な

燃料調達を前提に」という表現もあるが、この表現では、「燃料が持続的に調達でき

る」という意味にしかならない。 
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・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。） 

 

pp. 46-55 

第 2章第 2節 4「原子力政策の再構築」 

 

・・意意見見内内容容  

 

原子力発電については、原則運転開始後 30 年後に廃止していく方針を打ち出し、新

設は認めないこと。また、安全基準、適切な避難計画、周辺地域住民の了解が得られ

ないものについては、速やかに廃炉の決定をすること。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  
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・・該該当当箇箇所所（（どどのの部部分分ににつついいててのの意意見見かか、、該該当当箇箇所所がが分分かかるるよよううにに明明記記ししてて下下ささいい。。））  

 

pp. 56-57 

2 2 5  

 

・・意意見見内内容容  



 

化石燃料全体からの段階的な脱却を目指し、特に排出量の多い石炭廃止に向けた方針

を打ち出す。加えて、そのための政策として、発電所の排出基準規制もしくはカーボ

ン・プライシングを強化すること。 

 

・・理理由由（（可可能能ででああれればば、、根根拠拠ととななるる出出典典等等をを添添付付又又はは併併記記ししてて下下ささいい。。））  
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出典：WWF脱炭素社会へ向けたエネルギーシナリオ提案〈電力系統編〉 

http://www.wwf.or.jp/activities/files/EnergyScenario04.pdf 

 
 



 
 
pp. 94-95  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
p.98  補完電源としての火力容量維持の仕組みを早期に整える。」 
 

 
 



 
 

 

 
 
出典：WWF脱炭素社会へ向けたエネルギーシナリオ提案〈電力系統編〉 

http://www.wwf.or.jp/activities/files/EnergyScenario04.pdf 

 
 
 
 


